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(57)【要約】
【課題】雄バイオネットを雌バイオネット内へ容易に挿
入することができる継手構造を提供する。
【解決手段】第１二重管と第２二重管とを接続する継手
構造は、第１二重管と第２二重管の一方の端部に設けら
れた、第１フランジを有する雄バイオネットと、第１二
重管と第２二重管の他方の端部に設けられた、第１フラ
ンジと締結される第２フランジを有する雌バイオネット
と、第１二重管に取り付けられた第１位置決め部材と、
第２二重管に取り付けられた、雄バイオネットの軸心と
雌バイオネットの軸心とが一致するように第１位置決め
部材に対して位置決めされる第２位置決め部材と、第１
位置決め部材を第１二重管の軸方向にスライド可能に支
持する、または第２位置決め部材を第２二重管の軸方向
にスライド可能に支持するスライド機構と、を備える。
【選択図】図１



(2) JP 2017-190784 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１二重管と第２二重管とを接続する継手構造であって、
　前記第１二重管と前記第２二重管の一方の端部に設けられた、第１フランジを有する雄
バイオネットと、
　前記第１二重管と前記第２二重管の他方の端部に設けられた、前記第１フランジと締結
される第２フランジを有する雌バイオネットと、
　前記第１二重管に取り付けられた第１位置決め部材と、
　前記第２二重管に取り付けられた、前記雄バイオネットの軸心と前記雌バイオネットの
軸心とが一致するように前記第１位置決め部材に対して位置決めされる第２位置決め部材
と、
　前記第１位置決め部材を前記第１二重管の軸方向にスライド可能に支持する、または前
記第２位置決め部材を前記第２二重管の軸方向にスライド可能に支持するスライド機構と
、
を備える、継手構造。
【請求項２】
　前記第１二重管は構造体に固定されており、前記第２二重管は移動可能である、請求項
１に記載の継手構造。
【請求項３】
　前記第１位置決め部材は、前記第１二重管と同心の第１リングであり、
　前記第２位置決め部材は、前記第２二重管と同心の第２リングである、請求項１または
２に記載の継手構造。
【請求項４】
　前記第１リングと前記第２リングの一方には、他方に向かって縮径する、前記第１リン
グまたは前記第２リングと同心の外向きテーパー面が形成されており、前記第１リングと
前記第２リングの他方には、前記外向きテーパー面と面接触する、前記第１リングまたは
前記第２リングと同心の内向きテーパー面が形成されている、請求項３に記載の継手構造
。
【請求項５】
　前記第１位置決め部材は、前記第１二重管の軸方向と直交する方向に開口する複数の嵌
合穴を含み、
　前記第２位置決め部材は、前記複数の嵌合穴内にそれぞれ挿入される複数のピンを含む
、請求項１または２に記載の継手構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、低温配管に用いられる継手構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばＬＮＧや液化水素などの低温流体用の低温配管には、内管と外管の間の空間が真
空の二重管が用いられる。このような二重管同士を接続する継手構造には、外部からの熱
が内部に伝わることを抑制するためにバイオネット継手が採用される（例えば、特許文献
１参照）。
【０００３】
　バイオネット継手では、第１フランジを有する雄バイオネットが、第２フランジを有す
る雌バイオネット内に挿入され、第１フランジと第２フランジとがボルトおよびナットに
より締結される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特許第５４１５０９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、バイオネット継手では、雄バイオネットと雌バイオネットのクリアランスが
非常に小さく、かつ、雌バイオネット内への雄バイオネットの挿入長さが比較的に長い。
従って、雄バイオネットを雌バイオネット内へ挿入することが困難である。
【０００６】
　そこで、本発明は、雄バイオネットを雌バイオネット内へ容易に挿入することができる
継手構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明の継手構造は、第１二重管と第２二重管とを接続す
る継手構造であって、前記第１二重管と前記第２二重管の一方の端部に設けられた、第１
フランジを有する雄バイオネットと、前記第１二重管と前記第２二重管の他方の端部に設
けられた、前記第１フランジと締結される第２フランジを有する雌バイオネットと、前記
第１二重管に取り付けられた第１位置決め部材と、前記第２二重管に取り付けられた、前
記雄バイオネットの軸心と前記雌バイオネットの軸心とが一致するように前記第１位置決
め部材に対して位置決めされる第２位置決め部材と、前記第１位置決め部材を前記第１二
重管の軸方向にスライド可能に支持する、または前記第２位置決め部材を前記第２二重管
の軸方向にスライド可能に支持するスライド機構と、を備える、ことを特徴とする。
【０００８】
　上記の構成によれば、第１位置決め部材に対して第２位置決め部材を位置決めすれば、
雄バイオネットを雌バイオネット内へ挿入可能な状態とすることができる。そして、その
状態で、スライド機構を使用して第１位置決め部材または第２位置決め部材をスライドさ
せながら第１二重配管と第２二重配管とを互いに近づければ、雄バイオネットを雌バイオ
ネット内へ容易に挿入することができる。特に、前記第１二重管は構造体に固定されてお
り、前記第２二重管は移動可能であれば、第１位置決め部材に対する第２位置決め部材の
位置決め後は、第２二重管を押し込むだけでよい。
【０００９】
　例えば、前記第１位置決め部材は、前記第１二重管と同心の第１リングであり、前記第
２位置決め部材は、前記第２二重管と同心の第２リングであってもよい。
【００１０】
　前記第１リングと前記第２リングの一方には、他方に向かって縮径する、前記第１リン
グまたは前記第２リングと同心の外向きテーパー面が形成されており、前記第１リングと
前記第２リングの他方には、前記外向きテーパー面と面接触する、前記第１リングまたは
前記第２リングと同心の内向きテーパー面が形成されていてもよい。この構成によれば、
外向きテーパー面を有する凸部を内向きテーパー面で形成される凹部内に挿入するだけで
、第１位置決め部材に対して第２位置決め部材を位置決めすることができる。
【００１１】
　例えば、前記第１位置決め部材は、前記第１二重管の軸方向と直交する方向に開口する
複数の嵌合穴を含み、前記第２位置決め部材は、前記複数の嵌合穴内にそれぞれ挿入され
る複数のピンを含んでもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、雄バイオネットを雌バイオネット内へ容易に挿入することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る継手構造の斜視図である。
【図２】図１のII－II線に沿った断面図である。
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【図３】雌バイオネットの斜視図である。
【図４】第２二重管を第１二重管に近づけた状態を示す側面図である。
【図５】第１位置決め部材に対して第２位置決め部材を位置決めした状態を示す側面図で
ある。
【図６】図５に示す状態の断面図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る継手構造の斜視図である。
【図８】図７のVIII－VIII線に沿った断面図である。
【図９】図８のIX－IX線に沿った断面図である。
【図１０】第２二重管を第１二重管に近づけた状態を示す側面図である。
【図１１】第１位置決め部材に対して第２位置決め部材を位置決めした状態の断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（第１実施形態）
　図１および図２に、本発明の第１実施形態に係る継手構造１Ａを示す。継手構造１Ａは
、第１二重管２と第２二重管３とを接続するためのものである。
【００１５】
　第１二重管２は、内管２１と外管２２を有し、それらの間の空間が図略のポンプによっ
て真空引きされることで真空となっている。同様に、第２二重管３は、内管３１と外管３
２を有し、それらの間の空間が図略のポンプによって真空引きされることで真空となって
いる。
【００１６】
　本実施形態では、第１二重管２が構造体（図示せず）に固定されており、第２二重管３
が移動可能である。ただし、第２二重管３が構造体に固定されており、第１二重管２が移
動可能であってもよいし、第１二重管２と第２二重管３の双方が移動可能であってもよい
。
【００１７】
　例えば、構造体は、ＬＮＧや液化水素などの液化ガス運搬船の船体である。この場合、
第１二重管２は、液化ガス運搬船に搭載されたタンクから延びる供給管の一部であり、第
２二重管３は、陸上に設置されたローディングアームの一部である。ただし、継手構造１
Ａがその他の用途に用いられてもよいことは言うまでもない。
【００１８】
　第１二重管２の端部には、雄バイオネット４が設けられており、第２二重管３の端部に
は、雌バイオネット５が設けられている。ただし、雄バイオネット４が第２二重管３の端
部に設けられ、雌バイオネット５が第１二重管２の端部に設けられてもよい。図６は、雄
バイオネット４が雌バイオネット５内へ挿入される直前の状態を示す。
【００１９】
　雄バイオネット４は、第１二重管２から径方向外向きに広がる第１フランジ４１と、第
１フランジ４１から第１二重管２の軸方向に突出する筒状体４２を有している。筒状体４
２の内径は、第１二重管２の内管２１の内径よりも大きく、筒状体４２の根本部には、内
管２１の内径と同一の内径のリング４３が設けられている。
【００２０】
　雌バイオネット５は、雄バイオネット４の第１フランジ４１とボルト１１およびナット
１２により締結される第２フランジ５１を有している。第２フランジ５１は、内ハウジン
グ５３および筒状体５２を介して第２二重管３の内管３１に結合されているとともに、外
ハウジング５４を介して第２二重管３の外管３２に結合されている。内ハウジング５３お
よび筒状体５２と外ハウジング５４の間の空間は、第２二重管３の内管３１と外管３２の
間の空間と連通しており、真空である。
【００２１】
　雌バイオネット５の筒状体５２は、第２二重管３の内管３１の内径と同一の内径を有し
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ている。筒状体５２と内ハウジング５３の間には、雄バイオネット４の筒状体４２が挿入
される差込口が形成されている。筒状体５２は、雌バイオネット５の第２フランジ５１が
雄バイオネット４の第１フランジ４１と締結されたときに、雄バイオネット４のリング４
３と当接する。
【００２２】
　さらに、継手構造１Ａは、図１および図２に示すように、第１二重管２に取り付けられ
た第１位置決め部材６と、第２二重管３に取り付けられた第２位置決め部材７を含む。第
２位置決め部材７は、雄バイオネット４の軸心と雌バイオネット５の軸心とが一致するよ
うに第１位置決め部材６に対して位置決めされる。
【００２３】
　本実施形態では、第１位置決め部材６が、第１二重管２と同心の第１リング６Ａであり
、第２位置決め部材７が、第２二重管３と同心の第２リング７Ａである。また、本実施形
態では、図３に示すように、第２リング７Ａの内周縁部に、第１リング６Ａに向かって縮
径する、第２リング７Ａと同心の外向きテーパー面７１が形成されている。一方、第１リ
ング６Ａの内周縁部には、図２に示すように、第２リング７Ａの外向きテーパー面７１と
面接触する、第１リング６Ａと同心の内向きテーパー面６１が形成されている。ただし、
外向きテーパー面７１および内向きテーパー面６１は、それぞれ第２リング７Ａおよび第
１リング６Ａの外周縁部に形成されてもよい。また、第１リング６Ａに第１リング６Ａと
同心の外向きテーパー面７１が形成され、第２リング７Ａに第２リング７Ａと同心の内向
きテーパー面６１が形成されてもよい。
【００２４】
　第１リング６Ａは、第１二重管２の軸方向において筒状体４２の先端と同じ位置に配置
されている（図６参照）。換言すれば、第１リング６Ａは、筒状体４２の先端を取り囲ん
でいる。ただし、第１リング６Ａは、筒状体４２の先端よりも前方（第２二重管３側）に
位置していてもよいし、筒状体４２の先端よりも後方（第１二重管２側）に位置していて
もよい。
【００２５】
　一方、第１二重管２の外管２２には、雄バイオネット４の第１フランジ４１から離れた
位置に支持プレート２３が固定されている。支持プレート２３は、略菱形状をなしており
、その両端部に、第１二重管２の軸方向に延びる２つの支柱２４が立てられている。第１
リング６Ａは、支柱２４の先端に固定されている。つまり、第１リング６Ａは、支柱２４
および支持プレート２３を介して第１二重管２に取り付けられている。ただし、支持プレ
ート２３の形状および支柱２４の本数は、適宜変更可能である。
【００２６】
　一方、第２リング７Ａは、スライド機構８を介して第２二重管３に取り付けられている
。スライド機構８は、第２リング７Ａを第２二重管３の軸方向にスライド可能に支持する
。
【００２７】
　具体的に、スライド機構８は、雌バイオネット５の外ハウジング５４の第２フランジ５
１とは反対側の端部に固定された支持プレート８１を含む。なお、支持プレート８１は、
第２二重管３の外管３２に固定されてもよい。支持プレート２３は、略菱形状をなしてお
り、その両端部には２つの軸受８２が設けられている。各軸受８２内には、第２二重管３
の軸方向に延びるシャフト８３が挿通されている。第２リング７Ａは、シャフト８３の一
端に固定されており、シャフト８３の他端には抜け止め用のストッパー８４が設けられて
いる。ただし、支持プレート８１の形状およびシャフト８３の本数は、適宜変更可能であ
る。
【００２８】
　第２リング７Ａは、ストッパー８４が軸受８２に当接するまで前進可能であるとともに
、第２リング７Ａが軸受８２に当接するまで後退可能である。第２リング７Ａは、図６に
示すように最も前進したときに、第２二重管３の軸方向において第２フランジ５１と同じ
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位置に位置する。換言すれば、第２リング７Ａが第２フランジ５１を取り囲む。また、第
２リング７Ａが最も前進した状態で第２リング７Ａが第１リング６Ａに対して位置決めさ
れたときには、雄バイオネット４の筒状体４２の先端と雌バイオネット５の第２フランジ
５１との間に隙間が形成される。
【００２９】
　次に、継手構造１Ａを使用して第１二重管２に第２二重管３を接続する方法を説明する
。
【００３０】
　まず、図４に示すように、第２リング７Ａを最も前進させる。次に、図５に示すように
、第２リング７Ａにおける外向きテーパー面７１を有する凸部を第１リング６Ａにおける
内向きテーパー面６１で形成される凹部内に挿入しながら、第２リング７Ａを第１リング
６Ａに対して位置決めする。その後、第１リング６Ａと第２リング７Ａとをボルト１３お
よびナット１４によって締結する。
【００３１】
　第１リング６Ａに対して第２リング７Ａが位置決めされることによって、図６に示すよ
うに、雄バイオネット４が雌バイオネット５内へ挿入可能な状態となる。その状態で、ス
ライド機構８を使用して第２リング７Ａを第２二重管３に対してスライドさせながら第２
二重管３を第１二重管２に近づけて、雄バイオネット４を雌バイオネット５内へ挿入する
。その後、雄バイオネット４の第１フランジ４１と雌バイオネット５の第２フランジ５１
とをボルト１１およびナット１２により締結する。
【００３２】
　以上説明したように、本実施形態の継手構造１Ａでは、第１リング６Ａに対して第２リ
ング７Ａが位置決めされた状態で、スライド機構８を使用して、雄バイオネット４を雌バ
イオネット５内へ容易に挿入することができる。特に、本実施形態のように、第１二重管
２が固定側であり、第２二重管３が可動側であれば、第１リング６Ａに対する第２リング
７Ａの位置決め後は、第２二重管３を押し込むだけでよい。
【００３３】
　さらに、本実施形態では、第２リング７Ａに外向きテーパー面７１が形成され、第１リ
ング６Ａに内向きテーパー面６１が形成されているので、外向きテーパー面７１を有する
凸部を内向きテーパー面６１で形成される凹部内に挿入するだけで、第１リング６Ａに対
して第２リング７Ａを位置決めすることができる。
【００３４】
　＜変形例＞
　前記実施形態とは逆に、第２リング７Ａを第２二重管３に固定し、第１リング６Ａをス
ライド機構８を介して第１二重管２に取り付けてもよい。つまり、スライド機構８は、第
１リング６Ａを第１二重管２の軸方向にスライド可能に支持してもよい。
【００３５】
　また、外向きテーパー面７１および内向きテーパー面７２の代わりに、第１リング６Ａ
および第２リング６Ｂに設けられるボルト１３用の貫通穴とボルト１３との隙間を微小に
することによって、第１リング６Ａに対して第２リング７Ａを位置決めしてもよい。
【００３６】
　（第２実施形態）
　図７～図９に、本発明の第２実施形態に係る継手構造１Ｂを示す。なお、本実施形態に
おいて、第１実施形態と同一構成要素には同一符号を付し、重複した説明は省略する。
【００３７】
　本実施形態でも、第１実施形態と同様に、固定側の第１二重管２の端部に雄バイオネッ
ト４が設けられ、可動側の第２二重管３の端部に雌バイオネット５が設けられている。た
だし、雄バイオネット４が第２二重管３の端部に設けられ、雌バイオネット５が第１二重
管２の端部に設けられてもよい。
【００３８】
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　また、本実施形態では、第１位置決め部材６が、第１二重管２が固定された構造体１６
を介して第１二重管２に取り付けられており、第２位置決め部材７が、スライド機構９を
介して第２二重管３に取り付けられている。第１位置決め部材６は、雄バイオネット４の
第１フランジ４１からかなり前方（第２二重管３側）に配置されている。
【００３９】
　具体的に、第１位置決め部材６は、第１二重管２の軸方向と直交する方向に延びる短冊
状のベースプレート６３と、このベースプレート６３の両端部に固定された２つのブロッ
ク６Ｂを含む。ベースプレート６３は、構造体１６に固定されている。各ブロック６Ｂに
は、第１二重管２の軸方向およびベースプレート６３の延びる方向と直交する方向に開口
する嵌合穴６２が設けられている。ただし、第１位置決め部材６は、２つの嵌合穴６２が
設けられた、第１二重管２の軸方向と直交する方向に延びる単一のバーであってもよい。
【００４０】
　一方、第２位置決め部材７は、第２二重管３の軸方向と直交する方向に延びるバー７２
と、バー７２の両端部に固定された２つのピン７Ｂを含む。バー７２は、第１位置決め部
材６のベースプレート６３と平行である。各ピン７Ｂは、第１位置決め部材６の対応する
ブロック６Ｂの嵌合穴６２内に挿入される。各ピン７Ｂの先端は先細りとなっており、各
嵌合穴６２はピン７Ｂと嵌り合うように底に向かって縮径している。ただし、ピン７Ｂお
よび嵌合穴６２の数は、３つ以上であってもよい。
【００４１】
　スライド機構９は、第２位置決め部材７を第２二重管３の軸方向にスライド可能に支持
する。具体的に、スライド機構９は、第２位置決め部材７と第２二重管３との間に介在す
る、第２二重管３の軸方向に平行なベースプレート９１を含む。ベースプレート９１は、
一対のブラケット９２を介して、第２二重管３の外管３２および雌バイオネット５の外ハ
ウジング５４に結合されている。
【００４２】
　第２位置決め部材７のバー７２は、第２二重管３の軸方向に延びる２つのシャフト９４
に貫通されている。ただし、シャフト９４の本数は、適宜変更可能である。各シャフト９
４の両端部は、ホルダ９３によってベースプレート９１に固定されている。一方、バー７
２には、シャフト９４に挿通される２つの軸受９５が設けられている。
【００４３】
　第２位置決め部材７は、軸受９５が前方（図８では左側）のホルダ９３に当接するまで
前進可能であるとともに、軸受９５が後方（図８では右側）のホルダ９３に当接するまで
後退可能である。図１１に示すように、第２位置決め部材７が最も前進した状態で第２位
置決め部材７が第１位置決め部材６に対して位置決めされたときには、雄バイオネット４
の筒状体４２の先端と雌バイオネット５の第２フランジ５１との間に隙間が形成される。
【００４４】
　次に、継手構造１Ｂを使用して第１二重管２に第２二重管３を接続する方法を説明する
。
【００４５】
　まず、図１０に示すように、第２位置決め部材７を最も前進させる。次に、図１１に示
すように、第２位置決め部材７のピン７Ｂを第１位置決め部材６の嵌合穴６２内に挿入す
ることで、第２位置決め部材７を第１位置決め部材６に対して位置決めする。その後、ボ
ルト１５によって第２位置決め部材７を第１位置決め部材６に締結する。
【００４６】
　第１位置決め部材６に対して第２位置決め部材７が位置決めされることによって、雄バ
イオネット４が雌バイオネット５内へ挿入可能な状態となる。その状態で、スライド機構
９を使用して第２位置決め部材７を第２二重管３に対してスライドさせながら第２二重管
３を第１二重管２に近づけて、雄バイオネット４を雌バイオネット５内へ挿入する。その
後、雄バイオネット４の第１フランジ４１と雌バイオネット５の第２フランジ５１とをボ
ルト１１およびナット１２により締結する。
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　以上説明したように、本実施形態の継手構造１Ｂでは、第１位置決め部材６に対して第
２位置決め部材７が位置決めされた状態で、スライド機構９を使用して、雄バイオネット
４を雌バイオネット５内へ容易に挿入することができる。特に、第１二重管２が固定側で
あり、第２二重管３が可動側であれば、第１位置決め部材６に対する第２位置決め部材７
の位置決め後は、第２二重管３を押し込むだけでよい。
【００４８】
　＜変形例＞
　前記実施形態とは逆に、第２位置決め部材７を第２二重管３に固定し、第１位置決め部
材６をスライド機構９および構造体１６を介して第１二重管２に取り付けてもよい。つま
り、スライド機構９は、構造体１６上で、第１位置決め部材６を第１二重管２の軸方向に
スライド可能に支持してもよい。
【００４９】
　また、前記実施形態とは逆に、第２二重管３に取り付けられる第２位置決め部材７が２
つの嵌合穴６２を含み、第１二重管２に取り付けられる第１位置決め部材６が２つのピン
７Ｂを含んでもよい。
【００５０】
　（その他の実施形態）
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲
で種々の変形が可能である。
【００５１】
　例えば、雄バイオネット４および雌バイオネット５の構造は、図６に示すものに限らず
、種々の構造が採用可能である。
【符号の説明】
【００５２】
　１Ａ，１Ｂ　継手構造
　２　第１二重管
　３　第２二重管
　４　　雄バイオネット
　４１　第１フランジ
　５　　雌バイオネット
　５１　第２フランジ
　６　　第１位置決め部材
　６Ａ　第１リング
　６２　嵌合穴
　７　　第２位置決め部材
　７Ａ　第２リング
　７Ｂ　ピン
　８，９　スライド機構
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